
ぬ告

令和 ７年 １１ １４ 日付けで認可地縁団体である高原自治会から地方自治法（昭手口

２２年缶律第 ６７ 号） 第２ ６０ 条の ４６ 第１ 爆の規定に基づき、所有する不ｔ産の

所有権の移転のをおに係るか告の申 請が あっ たの で、 覬条第２ 項の規定によ り下髱

のと おり 価告する。

令和 ７年 １ｌ　ｙｘ　１５日

１　 認‾白丁地縁団体名称

高原 自治会

記

沖縄市長 花　城　大
ｆ
ヒ

２［萢域

沖縄市高原一丁目 のを域、 高淳二丁 目３ 番１ 倚か ら９ 番１ 倚ま で、 高原ミ丁目

から七丁 目ま での全域、大京一丁目 １番 ４号から ２番 ２９ 号ま で、 大乗一丁 目２

番６ ９号、大ミ一丁日 ３３ 番２ ６号、屑屋七丁目 ２番の全域‾瓦び屑屋七丁 目３番

１３ 号か ら２ ０号までの［Ｘ域

３　 主た る事務所

沖縄市高原四丁目 ５番４０号

４　 申請不動産に関する事項

〈土地〉

・地 目： 原野

・面積： ４９ ５ｊ

・所在地 ：沖縄市高原回丁 目８ ６５番

・表題部所有者又は所有権のを記名義人の八名又は名称攷び住所

瓦名又は名称 ：宮　 ｍ　 彭　ド

住　　　　所： 沖縄市高罌、［萢 ７班



５　 申請事項に開 し異議を述べるこ とができ る者

申請不動産の表題部所有者若し くは所有権のを記名義人若 しく はその相続人

又は申請不動産の所有権を有するこ とを疎明する者

６　 異議を述べる こと ができる期間

令和 ７年 １２ Ｊ］ ２６ 日か ら令和８ 年３ 万２ ６日 まで

７　 異議を述べる方法

沖縄市長に対し、 地方自治法施行規則（昭和 ２２年内務省令第 ２９ 号） 第２２

条の ３第 ２項に規定する申 出雲攷び回係書類を提芭するこ と。

８　 異議申出售等提芭先

沖縄市役所　市民部　市民生垢課　 自治振興係（沖縄市仲宗祖り２ ６番 １号）

電話番昜　０９ ８－ ９３ ９－ １２ １２ （内線２ ２１ ４）


